
令和８年度　徳島県立つるぎ高等学校　「学校の部活動に係る活動方針」 

 

１　本校における部活動の基本方針  

　（１）部活動の充実・活性化により、心身両面における成長を図るとともに、
　　 団結力や協調性を育成する。  

　（２）生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動を実現するため、学校と地域との連携・協働に
　　  より、生徒や保護者の負担に十分配慮しつつ、持続可能な活動環境を整備する。 

 

２　適切な運営のための体制整備等  

　（１）部活動の適正な運営や効率的・効果的な活動を推進するため、自主的に運営方法につ

　　　いて検討・点検・協議を実施できるよう、校内組織「部活動適正化推進委員会」（部活動
　　　顧問会）を設置し、コンプライアンス意識及び全体的な活動の質の更なる向上を図る。 

　（２）各部活動は、本方針を参考に、活動時間及び休養日の設定、その他適切な部活動の取
　　　組に関する「方針」を策定するとともに、年間の活動計画及び活動実績等を作成する。 

　 

３　合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組  

　（１）部活動の実施に当たっては、生徒の心身の健康管理（スポ―ツ障害・外傷の予防や文
　　　化部活動中の障害・外傷の予防、バランスのとれた学校生活への配慮等を含む）、事故防

　　　止（活動場所における施設・設備の点検や活動における安全対策等）を徹底し、体罰・
　　　ハラスメントを根絶する。 

　（２）運動部活動においては、徳島県教育委員会が平成26年に作成した「運動部活動指導指
　　　針」に則った指導を行う。また、文化部活動においても「運動部活動指導指針」に準じ

　　　適宜指導を行う。 

 

４　適切な休養日等の設定 

　（１）学期中は定期的に休養日を設定し、週当たり２日以上の休養日を設ける。また、週末
　　　に大会参加等で活動した場合は、原則休養日を他の日に振り替える。 

　（２）１日の活動時間は、平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週末を含む）は３
　　　時間程度とし、できるだけ短時間に合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

　 

５　生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備  

　（１）部活動は生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであることを踏まえ、生徒
　　　の意思に反して強制的に加入させることがないようにする。 

　（２）活動日数や活動時間を見直し、生徒が希望すれば、特定の種目・部門だけでなく、ス
　　　ポーツ・文化芸術や科学分野の活動や地域での活動も含めて、様々な活動を同時に経験
　　　できるよう配慮する。 

 

６　学校部活動の地域連携 

　（１）学校や地域の実態に応じて、地域のスポーツ・文化芸術団体との連携や民間事業者の

　　　活用等を行う。 

　（２）保護者の理解と協力を得て、学校と地域が協働・融合した形での地域におけるスポー
　　　ツや文化芸術活動に取り組み、生徒同士の切磋琢磨や多様な交流の機会を設ける。 

 

７　大会等への参加の引率や運営に係る体制の整備  

　（１）週末等に開催される様々な大会等に参加することが、生徒や指導者の過度な負担とな
　　　らないようにする。 

　（２）生徒の教育上の意義を考慮して、参加する大会等を精査する。その際、学校における
　　　働き方改革の動向に十分留意する。


